
平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

発
行
定
日

毎
週
火
曜
日
及
び
金
曜
日

告

示

国
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

一

右

同

一

県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

一

土
地
収
用
法
に
基
づ
く
事
業
の
認
定

一

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認

二

可道
路
の
位
置
指
定

三

右

同

三

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

三

目

次

ペ
ー
ジ

平
成
十
五
年
三
月
二
日
現
在
に
お
け
る

四

県
の
議
会
の
議
員
及
び
知
事
の
選
挙
権

を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の

数
並
び
に
県
の
議
会
の
議
員
及
び
知
事

の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち

四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数

平
成
十
五
年
三
月
二
日
現
在
に
お
け
る

五

県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
の
各
選
挙
区

に
お
け
る
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
権

を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

告

示

奈
良
県
告
示
第
五
百
八
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
五
年
二
月
二
十
四
日
国
営
土
地
改
良
事
業
（
国
営
総
合
農
地
開
発
事
業
）
大
和
高
原
北
部
地
区

室
生
一

三
工
区
の
換
地
処
分
を
し
た
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
五
百
八
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
五
年
二
月
二
十
四
日
国
営
土
地
改
良
事
業
（
国
営
総
合
農
地
開
発
事
業
）
大
和
高
原
北
部
地
区

室
生
二
工
区
の
換
地
処
分
を
し
た
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
五
百
八
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
四
年
十
一
月
二
十
一
日
県
営
土
地
改
良
事
業
（
県
営
ほ
場
整
備
事
業
阪
原
地
区
第
五
工
区
）
の

換
地
処
分
を
し
た
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
五
百
八
十
七
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下

法

と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
事
業
の
認
定
を
し
た
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

起
業
者
の
名
称

奈
良
市

二

事
業
の
種
類

（
仮
称
）
辰
市
地
域
ふ
れ
あ
い
会
館
建
設
事
業

三

起
業
地

ア

収
用
の
部
分

奈
良
市
西
九
条
町
地
内

イ

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

平
成
十
五
年
二
月
四
日
付
け
で
奈
良
市
よ
り
申
請
の
あ
っ
た

（
仮
称
）
辰
市
地
域
ふ
れ
あ
い
会

館
建
設
事
業

（
以
下

本
件
事
業

と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
業
の
認
定
を
し
た
理
由
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

ア

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

選
挙
管
理
委
員
会
告
示



本
件
事
業
の
う
ち
、
地
区
連
絡
員
常
駐
場
所
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
事
務
室
部
分
は
法
第
三

条
第
三
十
一
号
に
掲
げ
る

地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
直
接
そ
の
事
務
又
は
事
業
の
用
に
供
す

る
施
設

に
、
そ
れ
以
外
の
部
分
は
法
第
三
条
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る

地
方
公
共
団
体
が
設
置

す
る
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設

に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足

す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

イ

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
奈
良
市
は
、
地
方
公
共
団
体
と
し
て
、
戸
籍
法
や
住
民
基
本
台
帳

法
等
に
基
づ
く
事
務
を
行
っ
て
い
る
が
、
同
市
の
面
積
が
広
大
な
こ
と
か
ら
、
市
民
税
の
収
納
や

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
証
明
書
発
行
事
務
等
を
行
う
場
所
と
し
て
、
市
内
に
地
区
連
絡
所
常

駐
場
所
等
を
設
け
、
市
民
の
利
便
の
向
上
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
同
市
は
、
同
市
の
条
例
に
お
い
て

す
べ
て
の
市
民
が
地
域
社
会
の
ふ
れ
あ
い
の
中
で

日
常
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
の
交
流
活
動
及
び
福
祉
活
動
の
拠
点

と
し
て
位

置
づ
け
て
い
る

地
域
ふ
れ
あ
い
会
館

の
整
備
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
し
て
、
本
件
事
業
は
、
辰
市
地
域
の
中
心
部
に
お
い
て
、
地
区
連
絡
員
常
駐
場
所
と

地
域

ふ
れ
あ
い
会
館

を
一
体
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
住
民
の
交
流
活
動
等
の
支
援
及

び
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る
も
の
で
あ
る
こ
と
や
、
同
市
一
般
財
源
に
よ
り
財
源
措
置
を
講

じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

ウ

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

現
在
の
辰
市
地
域
に
お
け
る
地
区
連
絡
員
常
駐
場
所
は
、
建
築
後
五
十
年
余
が
経
過
し
て
老
朽

化
が
著
し
く
、
建
物
と
し
て
の
安
全
性
の
面
で
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
の
地
区
連

絡
員
常
駐
場
所
の
敷
地
で
は
、
そ
の
周
辺
の
状
況
か
ら
建
替
え
や
増
改
築
を
行
う
余
地
が
な
く
、

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
い
う
点
で
支
障
を
き
た
し
て
い
る
。

ま
た
、
地
域
住
民
の
交
流
及
び
福
祉
活
動
並
び
に
地
区
各
種
団
体
の
活
動
の
場
と
し
て
、
現
在

の
と
こ
ろ
、
地
区
内
外
の
人
権
文
化
セ
ン
タ
ー
、
小
学
校
や
地
区
連
絡
員
常
駐
場
所
の
会
議
ス
ペ

ー
ス
等
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
利
用
に
も
限
度
が
あ
り
、
地

域
住
民
や
地
区
各
種
団
体
は
そ
の
都
度
、
会
場
の
確
保
に
苦
慮
し
て
い
る
。

以
上
の
現
状
に
鑑
み
、
本
件
事
業
が
施
行
さ
れ
る
な
ら
ば
、
地
域
住
民
の
交
流
活
動
等
の
指
導

及
び
支
援
並
び
に
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
つ
な
が
り
、
ひ
い
て
は

や
さ
し
さ
と
ふ
れ
あ
い
の

あ
る
ま
ち
づ
く
り

と
い
う
同
市
の
基
本
理
念
の
実
現
に
資
す
る
と
考
え
ら
れ
る
点
で
、
本
件
事

業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
本
件
事
業
に
つ
い

て
は
環
境
に
対
す
る
影
響
が
大
き
い
と
認
め
る
に
足
り
る
事
情
が
な
い
こ
と
か
ら
、
失
わ
れ
る
利

益
は
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
本
件
事
業
の
起
業
地
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
本
件
事
業
に
必
要
最
小
限
の
面
積
の

土
地
を
辰
市
地
域
の
中
心
近
く
で
確
保
で
き
る
こ
と
、
現
辰
市
地
区
連
絡
員
常
駐
場
所
の
近
隣
で

地
域
住
民
が
利
用
す
る
こ
と
が
便
利
で
あ
る
こ
と
、
事
業
費
が
安
価
で
あ
る
こ
と
等
を
条
件
に
、

三
つ
の
案
に
つ
い
て
比
較
検
討
が
な
さ
れ
た
結
果
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
起
業

地
が
選
定
さ
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

エ

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
に
つ
い
て
は
、
地
元
辰
市
地
域
か
ら
、

地
域
ふ
れ
あ
い
会
館

の
建
設
に
関
し
強

い
要
望
が
出
さ
れ
て
お
り
、
早
急
に
施
行
さ
れ
る
べ
き
事
業
で
あ
る
こ
と
及
び
土
地
を
収
用
す
る

公
益
上
の
必
要
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

オ

結
論

ア
か
ら
エ
ま
で
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
事
業
は
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
充
足
し

て
い
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
の
認
定

を
す
る
も
の
で
あ
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

奈
良
市
市
民
生
活
部
地
域
振
興
課

奈
良
県
告
示
第
五
百
八
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

施
行
者
の
名
称

安
堵
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

大
和
都
市
計
画
下
水
道
事
業
安
堵
町
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報



変
更
後
の
事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
四
年
一
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
四

事
業
地

昭
和
五
十
四
年
一
月
奈
良
県
告
示
第
六
百
二
十
一
号
、
平
成
元
年
九
月
奈
良
県
告
示
第
二
百
八
十

六
号
及
び
平
成
八
年
三
月
奈
良
県
告
示
第
五
百
七
十
八
号
の
と
お
り

奈
良
県
告
示
第
五
百
八
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道

路
の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
、
奈
良
県
奈
良
土
木
事
務
所
長
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

指
定
の
場
所
（
平
成
十
五
年
二
月
十
八
日
現
在
の
地
番
に
よ
る
。
）

天
理
市
田
部
町
八
八

六
番
地
の
一
部

二

申
請
者
氏
名

倉
西
重
宣

三

申
請
者
住
所

生
駒
市
俵
口
町
一
三
七
七
番
地
七

四

道
路
の
幅
員

五
・

メ
ー
ト
ル

五

道
路
の
延
長

二

・
二
八
メ
ー
ト
ル

六

指
定
年
月
日

平
成
十
五
年
二
月
二
十
五
日

七

指
定
番
号

奈
土
第
一
四

四
号

奈
良
県
告
示
第
五
百
九
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道

路
の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
、
奈
良
県
桜
井
土
木
事
務
所
長
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

指
定
の
場
所
（
平
成
十
五
年
二
月
二
十
日
現
在
の
地
番
に
よ
る
。
）

磯
城
郡
川
西
町
大
字
結
崎
二
八
九
番
地
ノ
三

二

申
請
者
氏
名

福
寿
建
設

代
表
者

福
留
正
男

三

申
請
者
住
所

生
駒
市
東
生
駒
月
見
町
二

四
番
四

カ
メ
イ
ビ
ル
一
階

四

道
路
の
幅
員

四
・
一

メ
ー
ト
ル

五

道
路
の
延
長

三
四
・
四
九
メ
ー
ト
ル

六

指
定
年
月
日

平
成
十
五
年
二
月
二
十
六
日

七

指
定
番
号

桜
土
第
一
四

五
号

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

公

告

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
こ
と
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
開
発
区
域
を
表
示
し
た
図
書
は
、
奈
良
県
土
木
部
建
築
課
に
お
い
て
閲
覧
で
き
ま
す
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

許
可
番
号

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
七
日
第
七

一
二
六
号

平
成
十
五
年
二
月
十
四
日
第
七

一
二
六

一
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
五
年
二
月
二
十
八
日
第
五
七
九
七
号

公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
五
年
二
月
二
十
八
日
第
三
七
三
四
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

天
理
市
永
原
町
六
七
五
番
地
ノ
一
、
六
七
六
番
地
ノ
一
の
一
部
及
び
六
七
七
番
地
ノ
一
の
一
部

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

天
理
市
勾
田
町
四
三
三
番
地
ノ
一
三

株
式
会
社

岡
田
土
木

代
表
取
締
役

岡
田
辰
雄

五

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

道
路

天
理
市
永
原
町
六
七
五
番
地
ノ
一
、
六
七
六
番
地
ノ
一
及
び
六
七
七
番
地
ノ
一
の
各
一
部

下
水
道

天
理
市
永
原
町
六
七
六
番
地
ノ
一
の
一
部

一

許
可
番
号

平
成
十
四
年
八
月
十
三
日
第
七

五
七
号

平
成
十
五
年
一
月
二
十
二
日
第
七

五
七

一
号

二

検
査
済
証
番
号



開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
五
年
三
月
四
日
第
五
七
九
八
号

公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
五
年
三
月
四
日
第
三
七
三
五
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

生
駒
市
さ
つ
き
台
二
丁
目
四
五
四
番
地
ノ
二
、
四
五
四
番
地
ノ
三
、
四
五
四
番
地
ノ
四
、
四
五
四

番
地
ノ
五
、
四
五
四
番
地
ノ
六
、
四
五
四
番
地
ノ
七
、
四
五
四
番
地
ノ
八
、
四
五
四
番
地
ノ
九
、
四

五
四
番
地
ノ
一

、
四
五
四
番
地
ノ
一
一
、
四
五
四
番
地
ノ
一
二
、
四
五
四
番
地
ノ
一
三
、
四
五
四

番
地
ノ
一
四
、
四
五
四
番
地
ノ
一
五
、
四
五
四
番
地
ノ
一
六
、
四
五
四
番
地
ノ
一
七
、
四
五
四
番
地

ノ
一
八
、
四
五
四
番
地
ノ
一
九
、
四
五
四
番
地
ノ
二

、
四
五
四
番
地
ノ
二
一
、
四
五
四
番
地
ノ
二

二
、
四
五
四
番
地
ノ
二
三
、
四
五
四
番
地
ノ
二
四
、
四
五
四
番
地
ノ
二
五
、
四
五
四
番
地
ノ
二
六
、

四
五
四
番
地
ノ
二
七
、
四
五
四
番
地
ノ
二
八
、
四
五
四
番
地
ノ
二
九
、
四
五
四
番
地
ノ
三

、
四
五

四
番
地
ノ
三
一
、
四
五
四
番
地
ノ
三
二
、
四
五
四
番
地
ノ
三
三
、
四
五
四
番
地
ノ
三
四
、
四
五
四
番

地
ノ
三
五
、
四
五
四
番
地
ノ
三
六
、
四
五
四
番
地
ノ
三
七
、
四
五
四
番
地
ノ
三
八
、
四
五
四
番
地
ノ

三
九
、
四
五
四
番
地
ノ
四

、
四
五
四
番
地
ノ
四
一
、
四
五
四
番
地
ノ
四
二
、
四
五
四
番
地
ノ
四
三

及
び
四
五
四
番
地
ノ
四
四

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

奈
良
市
西
大
寺
東
町
二
丁
目
一
番
三
一
号

三
和
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

有
井
邦
夫

五

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

道
路

生
駒
市
さ
つ
き
台
二
丁
目
四
五
四
番
地
ノ
二

下
水
道

生
駒
市
さ
つ
き
台
二
丁
目
四
五
四
番
地
ノ
二
の
一
部

公
園

生
駒
市
さ
つ
き
台
二
丁
目
四
五
四
番
地
ノ
四
二

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

田

中

義

雄

五
十
分
の
一
の
数

二
三
、
一

七
人

四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合

算
し
て
得
た
数

二
五
九
、
二
二
四
人

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
三
号

平
成
十
五
年
三
月
二
日
現
在
に
お
け
る
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
県
の
議
会

の
議
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

田

中

義

雄

生
駒
郡
選
挙
区

六
六
、
四
四
八
人

山
辺
郡
選
挙
区

九
、
四
三
三
人

磯
城
郡
選
挙
区

四
一
、
一
四
九
人

宇
陀
郡
選
挙
区

三
六
、
六
二
五
人

高
市
郡
選
挙
区

一
二
、
二
五
四
人

北

城
郡
北
部
選
挙
区

七
九
、
七
六
三
人

北

城
郡
南
部
選
挙
区

二
七
、
九
一

人

吉
野
郡
選
挙
区

五

、
九
三
二
人

添
上
郡
選
挙
区

二
九
四
、
六
一
一
人

奈
良
市

大
和
高
田
市
選
挙
区

五
八
、
七
三
一
人

大
和
郡
山
市
選
挙
区

七
五
、
九
四
八
人

天
理
市
選
挙
区

五
三
、
七
五
七
人

橿
原
市
選
挙
区

九
八
、
八
一
八
人

桜
井
市
選
挙
区

四
九
、
八
八
九
人

五
條
市
選
挙
区

二
七
、
八
七
八
人

御
所
市
選
挙
区

二
八
、

八
人

生
駒
市
選
挙
区

九
一
、
一

八
人

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
二
号

平
成
十
五
年
三
月
二
日
現
在
に
お
け
る
県
の
議
会
の
議
員
及
び
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数

の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
県
の
議
会
の
議
員
及
び
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
四
十

万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し

て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日



香
芝
市
選
挙
区

五
二
、

八
二
人

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報



奈

良

県

奈
良
市
登
大
路
町
三

電
話

七
四
二

二
二

一
一

一

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

【
定

価
】

一
か
月

九
百
円

一
部
売
り

一
枚
に
つ
き
十
二
円
（
共
に
送
料
、
消
費
税
別
）

本
誌
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

発 行発 行

印 刷印 刷

奈
良
市
三
条
栄
町
九

一
八

電
話

七
四
二

三
五

七
二
二
二


